
 

京 都 市 

     児童手当 確認書の提出についてのご案内 

高校３年生年代のお子さまを養育されている方へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（裏面に記入例があります） 

〇今回この案内をお送りしている方は、令和８年３月に年齢到達や学校の卒業等で児童手当の多子加

算に影響があり、支給額が変更される可能性のある方です。 

〇令和８年４月以降の多子加算を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」（別紙）の

提出が必要となります。 

〇４月以降も当該児童等について、監護相当かつ生計費の負担をする場合には、様式に記入してくださ

い。確認書は、同封の返信用封筒に切手を貼って郵送にて提出いただきますようお願いします。 

 ※令和７年４月１日時点の状況（予定含む）を記入してください。 

     

 

〇提出期限までに提出がない場合は、４月分以降の児童手当において、当該児童等が多子加算の算定人

数に入らなくなります。 

〇なお、当該児童等について４月以降に監護相当または生計費の負担がなくなる（しない）場合には、

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です（４月分以降の多子加算はなくなりま

す。） 

〇提出後、申立て内容から変更が生じた場合は改めて提出してください、 

 

 

 

その他ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせください。 

書類の提出前に記入漏れがないことを確認してください。 

記入漏れがあると、審査が遅れる可能性があります。 

提出いただいた書類に不備等があった場合、京都市子ども家庭支援課分室から必要な手続を連

絡することがあります。 

重要なお知らせ 

【お問い合わせ窓口】 

 京都市子ども家庭支援課分室 

 電話  ０７５－２２２－３７７７ 
（受付時間 ８時３０分～１７時 ＜土、日、祝日を除く＞） 
   

〒６０４－８５７１ 
  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
  京都市役所 北庁舎６階 

提出期限   令和８年３月３１日（火）必着  

児童手当制度についてはこちら  

　　　　　案



様
式

第
４

７
号

（
宛

先
）

　
京

都
市

長

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

令
和

〇
年

〇
月

　
1.

生
活

費
（

食
費

、
家

賃
等

）
　

2.
学

費
　

3.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

令
和

年
月

　
1.

生
活

費
（

食
費

、
家

賃
等

）
　

2.
学

費
　

3.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

令
和

年
月

　
1.

生
活

費
（

食
費

、
家

賃
等

）
　

2.
学

費
　

3.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
　

学
生

が
ア

ル
バ

イ
ト

等
を

し
て

い
る

場
合

は
学

生
に

〇
を

つ
け

る
。

記
載

内
容

に
つ

い
て

上
記

の
と

お
り

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

令
和

　
8年

　
3月

　
10

日
　

提
出

下
の

欄
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

【
申

立
人

】
(児

童
手

当
の

請
求

者
・

受
給

者
)

認
定

番
号

住
民

基
本

台
帳

等
　

　
確

認

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
印

　

　
住

所
京

都
市

中
京

区
寺

町
通

御
池

上
る

上
本

能
寺

前
町

48
8電

話
番

号
  

07
5-

□
□

□
-△

△
△

△

　
氏

名
京

都
　
太

郎
　

生
年

月
日

昭
・

平
　

　
50

年
　

9月
　

1日

申
立

人
に

よ
る

生
計

費
の

負
担

の
状

況
（

該
当

す
る

も
の

す
べ

て
に

〇
）

学
生

　
・

　
無

職
　

・
　

そ
の

他
　

1.
同

居
し

、
日

常
生

活
上

の
世

話
・

必
要

な
保

護
を

し
て

い
る

　
2.

別
居

し
て

い
る

が
、

定
期

的
な

連
絡

・
面

会
等

を
し

て
お

り
、

監
護

相
当

で
あ

る
　

3.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

適
　

要

個
人

番
号

 
続

柄
職

業
等

（
い

ず
れ

か
に

〇
）

※
通

学
先

（
学

生
の

場
合

の
み

）
卒

業
予

定
時

期
（

学
生

の
場

合
の

み
）

申
立

人
に

よ
る

監
護

相
当

の
状

況
（

い
ず

れ
か

に
〇

）
3

日
□

申
立

人
と

同
じ

平
成

・
令

和
年

月

ふ
り

が
な

生
年

月
日

住
所

氏
名

個
人

番
号

 
続

柄
職

業
等

（
い

ず
れ

か
に

〇
）

※
通

学
先

（
学

生
の

場
合

の
み

）
卒

業
予

定
時

期
（

学
生

の
場

合
の

み
）

申
立

人
に

よ
る

生
計

費
の

負
担

の
状

況
（

該
当

す
る

も
の

す
べ

て
に

〇
）

子
学

生
　

・
　

無
職

　
・

　
そ

の
他

　
1.

同
居

し
、

日
常

生
活

上
の

世
話

・
必

要
な

保
護

を
し

て
い

る
　

2.
別

居
し

て
い

る
が

、
定

期
的

な
連

絡
・

面
会

等
を

し
て

お
り

、
監

護
相

当
で

あ
る

　
3.

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

1

申
立

人
に

よ
る

監
護

相
当

の
状

況
（

い
ず

れ
か

に
〇

）

氏
名

き
ょ

う
と

　
じ

ろ
う

平
成

・
令

和
〇

年
〇

月
〇

2

ふ
り

が
な

生
年

月
日

住
所

日
□

申
立

人
と

同
じ

　
　

京
都

府
宇

治
市

〇
〇

〇
番

地
京

都
　

二
郎

申
立

人
に

よ
る

監
護

相
当

の
状

況
（

い
ず

れ
か

に
〇

）
申

立
人

に
よ

る
生

計
費

の
負

担
の

状
況

（
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

に
〇

）

子
学

生
　

・
　

無
職

　
・

　
そ

の
他

〇
〇

大
学

　
1.

同
居

し
、

日
常

生
活

上
の

世
話

・
必

要
な

保
護

を
し

て
い

る
　

2.
別

居
し

て
い

る
が

、
定

期
的

な
連

絡
・

面
会

等
を

し
て

お
り

、
監

護
相

当
で

あ
る

　
3.

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

個
人

番
号

 
続

柄
職

業
等

（
い

ず
れ

か
に

〇
）

※
通

学
先

（
学

生
の

場
合

の
み

）
卒

業
予

定
時

期
（

学
生

の
場

合
の

み
）

氏
名

き
ょ

う
と

　
い

ち
ろ

う
平

成
・

令
和

〇
年

〇
月

〇
日

ふ
り

が
な

生
年

月
日

住
所

☑申
立

人
と

同
じ

京
都

　
一

郎

監
護

相
当

・
生

計
費

の
負

担
に

つ
い

て
の

確
認

書

　
私

は
、

以
下

に
記

載
す

る
者

（
注

１
）

に
つ

い
て

、
監

護
に

相
当

す
る

日
常

生
活

上
の

世
話

及
び

必
要

な
保

護
を

し
、

か
つ

、
そ

の
生

計
費

を
負

担
し

て
い

る
こ

と
（

注
２

）
（

以
下

「
監

護
相

当
・

生
計

費
の

負
担

」
と

い
う

。
）

を
下

記
の

と
お

り
申

し
立

て
ま

す
。

ま
た

申
立

て
が

真
正

で
あ

る
こ

と
の

証
明

を
求

め
ら

れ
た

場
合

は
、

関
係

す
る

書
類

を
提

出
し

ま
す

。

注
１

　
18

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

31
日

を
経

過
し

た
後

か
ら

22
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初

の
３

月
31

日
ま

で
の

間
に

あ
る

者
注

２
　

生
計

費
の

負
担

を
し

て
い

る
こ

と
と

は
、

あ
な

た
の

収
入

に
よ

り
日

常
生

活
上

の
全

部
又

は
一

部
を

営
ん

で
お

り
、

か
つ

こ
れ

を
欠

く
と

通
常

の
生

活
水

準
を

維
持

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
記

記
入

例


